
公益法人の区分
国所管、都道府県所
管の区分

応札・応募者数

デロイトトーマツスペースアンドセ
キュリティ合同会社

東京都千代田区丸の内3-2-3　丸の内
二重橋ビルディング

自衛隊施設の最適化に伴うマスタープラ
ン作成業務
安井・昭和設計共同体

大阪府大阪市中央区島町2-4-7

明治記念館

東京都港区元赤坂2-2-23

株式会社NTTデータ

東京都江東区豊洲3-3-3

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

法人番号
随意契約によることとした会計法

令の根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率 再就職の役員の数

公益法人の場合

備考

防衛力強化による経
済活動の波及効果に
関する役務一式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

4010003040212

本契約は、企画競争を実施した結
果、契約相手方の企画（提案内
容）が他社より優れていたため
（又は契約相手方のみが応募者で
あり、その企画（提案内容）が基
準を満足していたため）。（根拠
法令：会計法第２９条の３第４
項）

92,404,950

自衛隊施設の最適化
に伴うマスタープラ
ン作成業務（その１
０）（変更契約その
３）令和５年度３国
の変更一式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

2月6日 -

本契約は、既に締結している役務
の契約履行中に新たな役務が発生
したため、当該新たな役務につい
て、原契約者と契約したものであ
る。（根拠法令：会計法第２９条
の３第４項）

5,390,000 5,390,000 100.00%

92,404,950 100.00%2月5日

本契約は、緊急に対応する必要が
あったため、契約履行能力を有す
る者と判断した契約相手方と契約
したものである。（根拠法令：会
計法第２９条の３第４項）

4,702,244
令和８年防衛大臣主
催レセプション会場
の借上等一式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

2月9日 - 4,702,244 100.00%

1,991,000,000 非公開

リアルタイムデジタ
ルツイン環境の整備
に向けた調査検討お
よび試作環境構築一
式

支出負担行為担当官
大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
東京都新宿区市谷本村町5-1

2月27日 9010601021385

公募を実施した結果、当該契約相
手方が審査に合格したため。（根
拠法令：会計法第２９条の３第４
項）

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため非公表

付紙様式第４


